
《 参 考 図 》

【図1.1】移動等円滑化経路が１経路の例

【図1.2】移動等円滑化経路が複数の例

図削除

都立大学駅平面図

高幡不動駅平面図



傾斜路勾配

《 参 考 図 》

【図2.1】出入口の例（鉄軌道駅）

◎車椅子使用者用
　スペースを設ける
　(150cm×150cm以上)

◎ローカウンター

●点字運賃表のある
　発券機に誘導

通路の有効幅
 ●140cm以上
 ◎180cm以上 （改札外コンコース）

（改札内コンコース）

●ハイカウンター

改札口

運行情報設備

案内所など

戸の有効幅
●85cm以上
◎90cm以上

案内板 ●床仕上げ：滑りにくい仕上げ

触知案内図

手すりの端部
 ●水平部分
    60cm程度以上
 ●点字表記

◎屋外への通路及び傾斜路上部に
　障害者に配慮した大きめのひさ
　し等を設ける

（道路、駅前広場、通路などの駅舎等の外部）

ひさしライン

◎公共交通施設内外が連続するように
　敷設し、色彩や形状の統一に配慮する

スロープの有効幅
 ●120cm以上
 ◎180cm以上

●境界部に段差が
　生じないよう配慮する

水平区間の長さ
 ●150cm以上
 ◎180cm以上

●屋外1/20以下　◎屋内1/12以下
 ※ただし、16cm以下の場合は1/8以下、
　 屋外においては75cm以下の場合は
　 1/12以下とできる

手すりの水平部分
 ●60cm以上

水平区間の長さ
 ●150cm以上
 ◎180cm以上

車いす



《 参 考 図 》

【図4.1】コンコース、通路、ホール等の例

案内板までの高さ
 ●200cm以上

◎行き先情報の案内板

●床仕上げ：滑りにくい仕上げ

【図4.2】突出物の配慮例

案内板までの高さ
 ●200cm以上

●突出物を設けない



《 参 考 図 》

【図5.1】カウンターの例

【図5.2】筆談用具等がある旨の表示例

上端高さ
 95cm程度 けこみ高さ

 ●60cm程度
 ◎65cm以上

上端高さ
 ●75cm程度

カウンターの幅
 ◎70～80cm程度

けこみ高さ
 ●60cm程度
 ◎65cm以上

奥行き
 ●40cm程度
 ◎45cm以上

上端高さ
 ●75cm程度

図に変更

【写真5.1】



《 参 考 図 》

【図6.1】階段の例

【図6.2】けあげ、踏面の例

手すりの水平部分長さ
 ●60cm程度以上

階段の終始端部から
　　 30cm程度

◎行き先情報の案内板
踊場の長さ
 ●120cm以上
 ◎150cm以上

◎案内表示
（昇降方向を分かり
　やすく表示する）

有効幅
 ●120cm以上
 ◎150cm以上
  ※400cm以上の場合は、
　　中間に手すりを設ける

◎行き先情報の案内板

平坦部の長さ
 ◎120cm以上

点字表示
 ●点字で行き先を表示する
 ●点字にはその内容を文字で併記する

■段鼻部分のみ色分けした例 ■段鼻及びけこみ板を色分けした例

踏面
 ◎30cm以上

けあげ
 ◎16cm以下

 けこみ
◎2cm以下

けこみ板は必ず設け
段鼻の突き出しはなくす

踏面
 ◎30cm以上

けあげ
 ◎16cm以下

 けこみ
◎2cm以下

けこみ板は必ず設け
段鼻の突き出しはなくす

踏面の端部（段鼻部）
 ◎全長にわたって十分な太さ
 （幅5cm程度が識別しやすい)で周囲の部分との色の明度の差が
　 大きいこと等により段を容易に識別できるものとする
 ◎色は始まりの段から終わりの段まで統一する

平たん



《 参 考 図 》

【図6.3】階段下の空間の措置例

●高さ概ね300cm以内ごとに
　踊場の設置

◎側壁下部又は全体の色等を変えることにより、
　床の端部を識別しやすいものとする

平坦部の長さ
 ◎120cm以上

立ち上がり
 ●側壁がない場合は5cm程度

●視覚障害者の侵入防止措置

コーナー部は、面取り又は隅切りとする
など、安全な措置をとる

200cm程度踊り場

平たん



傾斜路勾配

《 参 考 図 》

【図7.1】傾斜路の例

上段手すり高さ
 ●85cm程度

下段手すり高さ
 ●65cm程度

側壁立ち上がり高さ
 ●35cm以上

有効幅
 ●120cm以上　◎180cm以上
  ※傾斜路の有効幅は、手すりや両側の立ち上がりのうち、
　　最も狭い部分の内側から内側までとする

手すりの水平部分長さ
 ●60cm程度以上

踊場の長さ
 ●150cm以上　◎180cm以上
　※250cmを越える場合は、
　　点状ブロックを敷設する

平坦部の長さ
 ●150cm以上
 ◎180cm以上

●屋外1/20以下
◎屋内1/12以下
 ※ただし、屋内・屋外とも傾斜路の高さが
　 16cm以下の場合は1/8以下、屋外において
　 傾斜路の高さが75cm以下の場合は1/12以下とできる

有効幅
 ●120cm以上
　ただし、段を併設する場合は、
　90cm以上とすることができる
 ◎180cm以上

平坦部の長さ
 ●150cm以上
 ◎180cm以上

踊り場

平たん平たん



《 参 考 図 》

鏡(安全ガラス等)

車椅子使用者対応主操作盤

車椅子使用者対応副操作盤

一般用乗場ボタン(点字表示)及び
車椅子使用者対応乗場ボタン

操作盤(点字表示)
車椅子が回転できる空間
 ●150×150cm以上
 ◎180×180cm以上

籠の奥行き
 ●135cm以上

出入口の有効幅
 ●80cm以上
 ◎90cm以上

点状ブロック
　乗場ボタンの中心に
くるように敷設する

籠の幅
 ●140cm以上

【図8.1】エレベーターの平面図

【図8.2】エレベーター籠内の例

■籠の仕様（扉側） ■籠の仕様（背面側）

◎ITV設備

●鏡
（ステンレス鏡面
　又は安全ガラス等）

●手すり

●籠出入口
　乗降者検出装置

対応主操作盤
（籠内側面中央付近に設ける）

対応副操作盤

◎車椅子あたり
（キックプレート）

一般操作盤

扉ガラス窓
（網入りガラス又は合わせガラス）

車椅子あたり
 （キックプレート）
 ◎35cm程度

手すりの高さ
 ●80cm程度

対応操作ボタンの高さ
 ●100cm程度

対応副操作盤

車いす

車いす

車いす

車いす

車いす



《 参 考 図 》

【図8.3】籠内操作盤

↑
1

機器仕様 インターホン

管制運転等　表示灯

位置・方向灯

（点灯時赤色LED）

非常押しボタン

非常押しボタンの
注意表示

点字案内

点字案内 表示板
１

B1

点字案内

開 閉

表示板

非常ボタンガイド
非常押しボタン

注意表示
非常押しボタンの

１閉開 Ｂ１

ホーム改札口

１閉開 Ｂ１

ホーム改札口

点字案内

位置・方向灯

1↑

1↑

点字案内
インターホン

表示板

非常押しボタンの

注意表示

位置・方向灯

■一般操作盤 ■対応主操作盤

■対応副操作盤

ボタンの中心は床から
100cm程度の高さとする

ボタンの大きさ
 4cm×4cm以上

ホーム

改札口



◎固定手すり

《 参 考 図 》

【図9.1】エスカレーターの例

●音声案内（乗り口付近に設置する）

◎固定手すり

踏み段幅
 ◎100cm程度

DN

UP

◎固定手すり
（降口に人が滞留し
　ないよう留意する）

◎固定手すり

くし板（できるだけ薄くし、原則として黄色） ●音声案内

◎移動手すりの先端はくし板から70cm程度

◎固定手すりの延長長さは、移動手すりの先端から100cm以上

案内表示（案内標示があると昇降を識別しやすい）

◎照明装置

◎固定手すり

◎水平部分3枚以上

◎定常段差まで5枚程度

◎水平部分3枚以上

◎定常段差まで5枚程度

◎照明装置
（くし板位置が識別しやすい
　照明装置を設ける）

●案内表示



戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

《 参 考 図 》

【図12.1】旅客待合所の配置図

◎便所を待合所に
　近接した位置に設ける

男性便所

車椅子
使用者用

便房

車椅子
使用者用

便房

女性便所

◎可変式情報表示板
（車両等の運行に関する
  情報を提供する）

待合所

ベンチ

エスカレーター

階段

戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

車椅子使用者、
ベビーカー等のスペース

券売所

改札口

売店

エスカレーター

階段

オープンカウンター

【図12.2】乗降場(プラットホーム)に設けた旅客待合所の例(ホーム待合室)

冷暖房設備を設ける

路線

ホーム

車椅子使用者が利用できる
スペースを設ける

点字案内板
（床から140cm程度）

待合室

車いす

車いす

だれでも
トイレ

だれでも
トイレ



戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

《 参 考 図 》

【図13.1】戸の例

■引き戸の場合 ■開き戸の場合

（開放時）

（閉鎖時）

戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

有効幅

ガラス窓

点字付表示板

140cm程度 追突防止マーク

引き残し



《 参 考 図 》

【写真14.1】案内板の例 【写真14.2】位置サインの例

【写真14.3】天井吊下げ型の誘導サインの例

提供：東日本旅客鉄道株式会社

提供：東日本旅客鉄道株式会社

提供：東日本旅客鉄道株式会社

写真に変更



誘導案内板

《 参 考 図 》

【写真14.4】可変式情報表示板の例

【写真14.5】可変式情報表示板の配置例

急告板

可変式情報表示板

可変式情報表示板



【図 15.2】触知案内図（冊子形の場合）

　　　　　

　持ち運べる冊子形の触知案内図を配布する場合は、
出入口付近や公共交通施設を利用する際の起終点と
なる場所であるとともに、人的サポートを求めるこ
とのできる場所（例えば案内所、改札口等）に設置
する。
　また、公共交通施設に旅客として訪れる前に施設
内をイメージして頂けるように、視覚障害者には事
前配布できることが望ましい。

　

例：東京国際空港ターミナル株式会社

《 参 考 図 》

（設置型の場合）

引用：東京都交通局都営地下鉄旅客案内標識設置基準

【図15.1】触知案内図の例

■文字による表示例 ■点字による表示例



【図16.3】エレベーターまでの敷設例

点字表示のある操作盤

●操作盤から30cm程度

【図16.4】トイレまでの敷設例

触知案内図等

車椅子使用者用
便房

女子トイレ

男子トイレ

●触知案内図から30cm程度

※外部から駅舎等出入口まで点状ブロックで
　誘導されている場合は、双方の線状ブロック
　の通りをなるべく合わせるよう敷設する。

【図16.1】券売機までの敷設例 【図16.2】部屋(駅務室)への敷設例

券売機 券売機

カウンター

●カウンターの前端から
 　30cm程度

●壁面等から
　 30cm程度

●壁面等から
　 30cm程度

戸の有効幅
 ●85cm以上
 ◎90cm以上

※視覚障害者誘導用ブロックは30cm角、
　40cmともに戸のセンターへ誘導する

【図16.5】出入口上屋までの敷設例

点字表示

敷地境界線

階段の終始端部から
　　 30cm程度

《 参 考 図 》

だれでも
トイレ



●点字表示

手すりの水平部分
 ◎60cm以上

手すりの水平部分
 ◎60cm以上

●点字表示

《 参 考 図 》

【図17.1】手すりの位置と形状の例

■2本の場合 ■1本の場合
5cm程度

4cm程度

85cm程度

5cm程度

4cm程度

80cm程度

65cm程度

有効幅

有効幅

3～4cm程度
※下段手すりの外形寸法を上段より小さくする

【図17.2】手すりの端部と点字表示の例

【図17.3】階段の手すりの例 【図17.4】傾斜路の手すりの例

手すりの真下から支える

●壁面側又は下向きに巻き込む

●点字表示
　（手すりを2段設置する場合は、上段に点字表示を行う）

点字表示 文字情報

２段手すり

２段手すり

踏面先端から手すりの
高さ85cm程度

上段手すりの高さ
 ●85cm程度 上段手すりの高さ

 ●85cm程度

傾斜路



《 参 考 図 》

●車椅子使用者が容易に
接近しやすいよう十分な
スペースを設ける

　券売機は、福祉ボタン押下時に画面に
文字案内が表示されるほか、インターホ
ンによるお客様センター係員呼び出しが
行われる連動機能を有している。

【図18.1】券売機の例

■立面図 ■断面図

◎小窓（開閉扉）
 ※券売機2ヶ所につき1つ設ける

●料金表（点字付）

ボタン位置
 110cm程度

けこみ高さ
 ●60cm程度

周囲の壁面内
に収める

カウンター上端
 ●75cm程度

けこみ高さ
 ●60cm程度

券売機

カウンター

例：株式会社ゆりかもめ

車いす

【写真18.1】モニター付きインターホンを券売機横に設置した例 新設



《 参 考 図 》

ベンチとベンチの間に荷物置きを設置

コンコースにアルコープを設け、ベンチを設置した事例

45

水飲みボタン ※光電式、ボタン式又はレバー式とし、
　足踏み式のものは手動式のものと併用する

高さ
 70～80cm程度

65

【写真19.1】ベンチの例

【図19.1】水飲みの例

【図19.1】

【図19.2】

奥行き
 35～40cm程度

60cm程度



《 参 考 図 》

【図1.1】改札口の例

■一般的な改札口の例

■一般的な改札口の例

■改札脇の改札以外にも拡幅改札を設けた例

拡幅改札口の有効幅
●90cm以上

拡幅改札口の有効幅
●90cm以上

拡幅改札口の有効幅
●90cm以上

拡幅改札口の有効幅
●90cm以上

拡幅改札口の有効幅
◎90cm以上

有人改札

(オープン
カウンター)

有人改札

(オープン
カウンター)

有人改札

(オープン
カウンター)

自動改札機

自動改札機

拡幅改札口の有効幅
●90cm以上

有人改札

(オープン
カウンター)

自動改札機

自動改札機

■一般的な改札口の例 ①
　(自動開閉機がある場合)

■無人改札口の例

■一般的な改札口の例 ②
　(自動開閉機がある場合)

無人改札

インターホン

自動改札機



●転落防止柵
 高さ110cm以上

横断勾配
 ●１％を標準

《 参 考 図 》

【図2.1】乗降場(プラットホーム)の例

●ホーム縁端警告ブロックを設置

路線 ●ホーム縁端は滑りにくい仕上げ

●80～100cm

●床仕上げ：滑りにくい仕上げ
●内方線がホーム内側に
　位置するものとする

階段

エスカレーター

●ホーム縁端警告ブロックを設置

●80～100cm

【図2.2】ホーム縁端警告ブロックの例

■一体化したブロックの例 ■2枚のブロックに分けて敷設する例

9cm±0.5cm

ホーム側　↑ ホーム側　↑

線路側　↓ 線路側　↓

路線

9cm±0.5cm

9cm 9cm



【図2.3】乗降場（プラットホーム）の例（ホームドア・可動式ホーム柵の場合）

ホームドア・可動式ホーム柵

開口部の点状ブロック
の奥行き60cm

ホームドア・可動式
ホーム柵と開口部の
点状ブロックの離隔
は0cm

ホームドア・可動式ホーム柵

開口部の点状ブロック
の奥行き60cmホームドア・可動式

ホーム柵と開口部の
点状ブロックの離隔
は0cm

横断勾配
 ●１％を標準

横断勾配
 ●１％を標準

《 参 考 図 》

路線

路線

●ホーム縁端は滑りにくい仕上げ

●床仕上げ：滑りにくい仕上げ

階段

●ホーム縁端は滑りにくい仕上げ

●床仕上げ：滑りにくい仕上げ

階段



【図2.1】バス停留所の例

《 参 考 図 》

◎防風及び雨天を想定して上屋を設ける
(乗降位置ともに設けることが望ましい)

◎バスの運行情報（現在位置等)を表示する

◎バスの行き先、運行系統、
　時刻表等を表示する

◎ベンチの設置 ◎風雨よけ板等を設ける
(視界をさまたげない透明なものが望ましい)



80～85cm程度

80～85cm程度80～85cm程度

《 参 考 図 》

【図1.1】船舶に乗降するためのタラップの例

出典：旅客船バリアフリーガイドライン

90cm以上

90cm以上

2cm以下

拡大図



勾配
1/12以下

2cm以下

《 参 考 図 》

【図1.1】ボーディングブリッジの例

出典：旅客船バリアフリーガイドライン






